
2 0 1 6 年 9 月 7 日 

東京電力ホールディングス株式会社 

柏崎刈羽原子力発電所 

 

第 159回「地域の会」定例会資料 〔前回定例会以降の動き〕 

 

【不適合関係】 

・ 8月 ５日 大湊側ディーゼル駆動消火ポンプ用燃料タンクの点検期限超過について 

（公表区分：Ⅲ）〔P.３〕 

・ 8月 ８日 ３号機原子炉建屋屋上（非管理区域）におけるけが人の発生について 

（公表区分：Ⅲ）〔P.５〕 

・ 8月 30日 柏崎刈羽原子力発電所での発煙の発生について（第１報）    〔P.７〕 

・ 8月 30日 柏崎刈羽原子力発電所での発煙の発生について（第２報） 

（公表区分：その他）〔P.９〕 

・ 9月 ６日 ２・３号機地下連絡通路（管理区域）におけるけが人の発生について 

（公表区分：Ⅲ）〔P.11〕 

 

【発電所に係る情報】 

・ 8月 16日 当社原子力発電所の原子炉設置変更許可申請について      〔P.13〕 

・ 8月 25日 柏崎刈羽原子力発電所における安全対策の取り組み状況について  〔P.15〕 

・ 8月 25日 柏崎刈羽原子力発電所６、７号機の新規制基準への適合性審査の状況 

       について                          〔P.19〕 

・ 8月 26日 福島第二、柏崎刈羽原子力発電所の「原子炉施設保安規定」および 

「福島第一原子力発電所特定原子力施設に係る実施計画」の変更認 

可申請について ～原子力人財育成センターの設置～      〔P.22〕 

・ 8月 28日 地域の皆さまへ 説明会を開催いたします            〔P.25〕 

・ 9月 ２日 原子炉圧力容器の製造方法及び製造メーカーの調査結果について（報告） 

〔P.27〕 

 

【その他】 

・ 9月 ２日 「原子力安全改革に対する自己評価」について         〔P.31〕 

 

【福島の進捗状況に関する主な情報】 

・ 8月 25日 福島第一原子力発電所の廃止措置等に向けた中長期ロードマップ進捗状況 

(概要版)                  〔別紙〕 

 

【柏崎刈羽原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合の開催状況】 

・ 8月 30日 原子力規制委員会 第 395回審査会合 

       －設計基準への適合性および重大事故等対策について－ 

 

以 上 
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＜参考＞ 
 当社原子力発電所の公表基準（平成 15年 11月策定）における不適合事象の公表区分について 

区分Ⅰ  法律に基づく報告事象等の重要な事象 
区分Ⅱ  運転保守管理上重要な事象 
区分Ⅲ  運転保守管理情報の内、信頼性を確保する観点からすみやかに詳細を公表する事象 
その他  上記以外の不適合事象 
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2 0 1 6 年 8 月 5 日 

東京電力ホールディングス株式会社 
柏崎刈羽原子力発電所 

区分：Ⅲ 

 

号機 － 

件名 大湊側ディーゼル駆動消火ポンプ用燃料タンクの点検期限超過について 

不適合の 

概要 

 

2016 年 8 月 5 日午後 2 時 30 分頃、大湊側ディーゼル駆動消火ポンプ用燃料タンク＊

点検のための手続を行っていたところ、当該タンクに関する定期自主検査の点検周期が

適切に設定されておらず、労働安全衛生規則に定める点検期限（周期は 2 年以内、当該

タンクは本年 7 月 23 日が期限）を超過していることを確認しました。 

 

 

 ＊ディーゼル駆動消火ポンプ用燃料タンク 

   ５～７号機の消火系統に水を供給するためのディーゼル駆動ポンプの燃料である 

軽油を貯蔵するタンク 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安全上の重

要度／損傷

の程度 

＜安全上の重要度＞ 

 
安全上重要な機器等 ／ その他 

＜損傷の程度＞ 

■ 法令報告要 
□ 法令報告不要 
□ 調査・検討中 

対応状況 

 

 

今後準備が整い次第、当該タンクの点検を実施するとともに、点検期限を超過した  

原因を調査します。 
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１号機 

展望台 

 

 
柏崎刈羽原子力発電所 

大湊側ディーゼル駆動消火ポンプ用燃料タンクの点検期限超過について 

発生場所 
（大湊側ディーゼル駆動消火ポンプ室） 

３号機 
４号機 ７号機 ５号機 

６号機 
２号機 
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2016 年 8 月 8 日 

東京電力ホールディングス株式会社 
柏崎刈羽原子力発電所 

区分：Ⅲ 

 

号機 － 

件名 3 号機原子炉建屋屋上(非管理区域)におけるけが人の発生について 

不適合の 

概要 

 

2016 年 8 月 5 日午後 4 時 30 分頃、3 号機原子炉建屋屋上(非管理区域)にて、資材の

片付け作業に従事していた協力企業作業員が、後ろを振り向きながら移動した際にパイ

プ製の区画に右足をひっかけて転倒し、屋上床面に手をついて左腕を負傷したため、  

午後 4 時 59 分に救急車を要請しました。 

 

 

3 号機原子炉建屋屋上（非管理区域） 

 

 

安全上の重

要度／損傷

の程度 

＜安全上の重要度＞ 

 
安全上重要な機器等 ／ その他 

＜損傷の程度＞ 

□ 法令報告要 
■ 法令報告不要 
□ 調査・検討中 

対応状況 

 

病院における診察の結果、『左肘側
そく

副靭帯
ふくじんたい

損傷』と診断されました。 

 

今回の事例を踏まえ、発電所関係者に周知し注意喚起を行うとともに、再発防止に  

努めてまいります。 
 

 

足をひっかけた

箇所 

パイプ製の区画 
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展望台 
 

柏崎刈羽原子力発電所 屋外 

柏崎刈羽原子力発電所３号機 原子炉建屋屋上 

３号機原子炉建屋屋上（非管理区域）におけるけが人の発生について 

３号機 
タービン建屋 

３号機 
原子炉建屋 

３･４号機 

サービス 

建屋 

４号機 
タービン建屋 

３号機排気筒 

４号機 
原子炉建屋 

４号機排気筒 

発生場所 
（原子炉建屋屋上[非管理区域]） 
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発煙が確認された電線管
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2016 年 9 月 6 日 

東京電力ホールディングス株式会社 
柏崎刈羽原子力発電所 

区分：Ⅲ 

 
 

号機 2・3 号機 

件名 地下連絡通路（管理区域）におけるけが人の発生について 

不適合の 

概要 

 

 

2016 年 9 月 5 日 15 時 10 分頃、2・3 号機地下連絡通路（管理区域）において、照明

器具取替用の足場の運搬を行っていた協力企業作業員が、通路上の扉のドアノブを持ち

ながらかご付き台車を自分の方へ引き寄せた際に、ドアノブを持った右手の指が台車の

金網部に挟まれました。 

挟まれた指を外す際に右手中指の爪が剥がれ負傷しました。 

なお、作業員の身体に放射性物質の付着はありませんでした。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

安全上の重

要度／損傷

の程度 

＜安全上の重要度＞ 

 
安全上重要な機器等 ／ その他 

＜損傷の程度＞ 

□ 法令報告要 
■ 法令報告不要 
□ 調査・検討中 

対応状況 

 

 

病院における診察の結果、「右手中指挫滅
ざ め つ

創
そう

」と診断されました。 

今回の事例を踏まえ、発電所関係者に周知し注意喚起を行うとともに、再発防止に努

めてまいります。 

 
 

かご付き台車 負傷時の状況（イメージ） 
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柏崎刈羽原子力発電所  

２・３号機地下連絡通路（管理区域）におけるけが人の発生について 

  

発生場所 
（ ２・３号機地下連絡通路 ） 

１号機 

タービン建屋 

１号機 

原子炉建屋 

２号機 

原子炉建屋 

２号機 

タービン建屋 

３号機 

タービン建屋 

３号機 

原子炉建屋 

４号機 

原子炉建屋 

４号機 

タービン建屋 
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【本件に関するお問い合わせ】 
東京電力ホールディングス株式会社 

広報室 メディア・コミュニケーショングループ 03-6373-1111（代表） 

 

 

 

当社原子力発電所の原子炉設置変更許可申請について 

 

2016年 8月 16日 

東京電力ホールディングス株式会社 

 

当社は、本日、当社原子力発電所※の原子炉設置変更許可申請を原子力規制委員会へ行

いました。 

 

これは、原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関する法律が成立し、再処

理等事業を着実かつ効率的に実施するための認可法人（使用済燃料再処理機構）が設立さ

れることから、原子炉設置許可申請書の「使用済燃料の処分の方法」に係る記載内容を一

部変更するものです。 

 

なお、本変更に伴う設備の設計変更や改造工事等はありません。 

 

※ 柏崎刈羽原子力発電所、福島第一原子力発電所、福島第二原子力発電所、および

東通原子力建設所 

 

以 上 

 

 

添付資料：当社原子力発電所の原子炉設置変更許可申請の概要 
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1

○「使用済燃料の処分の方法」の記載内容の変更

○原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関する法律（改正後）の概要

添付資料

分野 変更前 変更後

使
用
済
燃
料
の
処
分
の
方
法

使用済燃料は，国内の再処理事業者において再処理を行う
ことを原則とし，再処理されるまでの間，適切に貯蔵・管理
する。

再処理の委託先の確定は，燃料の炉内装荷前までに行い，
政府の確認を受けることとする。
ただし，燃料の炉内装荷前までに使用済燃料の貯蔵・管理
について政府の確認を受けた場合，再処理の委託先について
は，搬出前までに政府の確認を受けることとする。

海外において再処理を行う場合は，これによって得られる
プルトニウムは国内に持ち帰ることとする。また，再処理に
よって得られるプルトニウムを海外に移転しようとするとき
には，政府の承認を受けることとする。

使用済燃料は，原子力発電における使用済燃料の再処理等
の実施に関する法律（以下「再処理等拠出金法」という。）
に基づく拠出金の納付先である使用済燃料再処理機構から受
託した，原子炉等規制法に基づく指定を受けた国内再処理事
業者において再処理を行うことを原則とし，再処理されるま
での間，使用済燃料を適切に貯蔵・管理する。
ただし，使用済燃料再処理等積立金が使用済燃料再処理機
構に引き渡されるまでの間は，平成１２年３月１５日付けで
許可を受けた記載を適用する。

海外において再処理が行われる場合は，再処理等拠出金法
の下で我が国が原子力の平和利用に関する協力のための協定
を締結している国の再処理事業者において実施することとす
る。
海外再処理によって得られるプルトニウムは国内に持ち帰
ることとする。
また，再処理によって得られるプルトニウムを海外に移転
しようとするときは，政府の承認を受けることとする。

・再処理事業に必要な資金を拠出金制度により安定的に確保

・使用済燃料の再処理等事業を引き続き、着実かつ効率的に実施するための認可法人（使用済燃料再処理機
構）の設立

各原子力事業者

日本原燃㈱

資金管理法人

各原子力事業者

認可法人
（使用済燃料
再処理機構）

日本原燃㈱

積立

費用を支払い
（法律上義務なし）

払戻

＜現行＞ ＜法改正後＞

再処理等費用を拠出
（法律上、拠出を義務付け）

費用を支払い
（再処理等事業を委託）

※ 代表として柏崎刈羽原子力発電所７号機の記載を示す

当社原子力発電所の原子炉設置変更許可申請の概要
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柏崎刈羽原子力発電所６、７号機の
新規制基準への適合性審査の状況について

2016年8月25日

東京電力ホールディングス株式会社

柏崎刈羽原子力発電所

審査の流れについて

東京電力原子力規制委員会

2013年7月8日
新規制基準施行

2013年9月27日
適合性申請

原子炉設置変更許可申請

保安規定変更認可申請

工事計画認可申請

2013年11月21日～ 審査会合

補正書申請

原子炉設置変更許可申請

保安規定変更認可申請

工事計画認可申請

審査書案作成

認 可

許 可

使用前検査

認 可

119



地震・津波等の審査状況

主要な審査項目 審査状況

地質・地盤

敷地周辺の断層の活動性 済

敷地内の断層の活動性 済

地盤・斜面の安定性 済

地震動 地震動 済

津波 津波 済

火山 対象火山の抽出 済

2016年8月24日現在

2

当社に関わる審査会合は、2016年8月24日までに29回行われています。

原子力規制委員会による追加地質調査に関わる現地調査が行われています。

・1回目：2014年 2月17日、18日
・2回目：2014年 10月30日、31日
・3回目：2015年 3月17日

至近の審査会合では、2016年4月15日に原子炉建屋等の基礎地盤および

周辺斜面の安定性について、説明させていただいております。

地震・津波等の審査状況

320



プラントの審査状況

主要な審査項目 審査状況

設計基準
対象施設

外部火災（影響評価・対策） 済

火山（対策） 済

竜巻（影響評価・対策） 済

内部溢水対策 済

火災防護対策 済

耐震設計 実施中

耐津波設計 未実施

重大事故
等対処施設

確率論的リスク評価（シーケンス選定含） 済

有効性評価 済

解析コード 済

制御室（緊急時対策所含） 済

フィルタベント 済

2016年8月24日現在

4

プラントの審査状況

当社に関わる審査会合は、2016年8月24日までに80回行われています。

原子力規制委員会によるプラントに関わる現地調査が行われています。

・1回目：2014年 12月12日
・2回目：2016年 7月22日

至近の状況としては、2016年7月26日に耐震設計について、説明させて

いただいております。

521



 

 

 

福島第二、柏崎刈羽原子力発電所の「原子炉施設保安規定」および 

「福島第一原子力発電所特定原子力施設に係る実施計画」の変更認可申請について 

～原子力人財育成センターの設置～ 

 

2016 年 8 月 26 日 

東京電力ホールディングス株式会社 

 

当社は本日、原子力規制委員会へ、福島第二、柏崎刈羽原子力発電所の原子炉施

設保安規定および福島第一原子力発電所特定原子力施設に係る実施計画の変更認可

申請を行いましたのでお知らせいたします。 
 

当社は「福島原子力事故の総括および原子力安全改革プラン」（2013 年 3 月 29

日公表）に基づき、世界最高水準の原子力安全を目指して改革を進めていますが、

これを実現するためには人財育成が大変重要になると考えております。 

このため、原子力部門の全社員が原子力安全を高める知識・スキルを継続的に学

ぶ機会を提供する「原子力人財育成センター」を原子力・立地本部長直轄の組織と

して設置いたします（福島第二原子力発電所内に常駐）。これまで本社や各発電所が

それぞれ保有していた人財育成機能を同センターに集約し、効果的な教育訓練を推

進してまいります。 

 

 今回の申請は、同センターの設置に向けて、各原子力発電所の運用等に関する規

定の記載を一部変更するものです。変更する項目は、以下のとおりです。 

 

○ 福島第二、柏崎刈羽原子力発電所の原子炉施設保安規定 

第 2章 品質保証 

第 3章 体制及び評価 

第 10章 保安教育 

第 11章 記録及び報告 
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【本件に関するお問い合わせ】 
東京電力ホールディングス株式会社 

広報室 メディア・コミュニケーショングループ 03-6373-1111（代表） 

 

○ 福島第一原子力発電所特定原子力施設に係る実施計画 

・Ⅲ 特定原子力施設の保安 

第 1 編（1 号炉、2 号炉、3 号炉及び 4 号炉に係る保安措置）及び第 2 編（5 号

炉及び 6号炉に係る保安措置） 

第 2章 品質保証 

第 3章 体制及び評価 

第 10章 保安教育 

第 11章 記録及び報告 

以 上 

 

参考資料：原子力人財育成センターの設置について 
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変更前 変更後

＜参考資料＞原子力人財育成センターの設置について
 世界最高水準の原子力安全を目指して人財育成を加速させることを目的に「原子力人財育成セン
ター」を原子力・立地本部長直轄の組織として設置し、機能の集約により効果的な教育訓練を推
進する。

 同センターは福島第二原子力発電所内に常駐とする。

※柏崎刈羽原子力発電所員の人財育成を担当するメンバーの一部は、同発電所駐在とする。

東通原子力建設所

福島第二原子力発電所

福島第一廃炉推進カンパニー

原子力安全・統括部

運営総括部

人財育成機能福島第一原子力発電所

柏崎刈羽原子力発電所

原子力・立地本部

人財育成機能

人財育成機能

人財育成機能

人財育成機能

原子力人財育成センター

機能の集約

新設
～～ ～～

～～

東通原子力建設所

福島第二原子力発電所

福島第一廃炉推進カンパニー

原子力安全・統括部

運営総括部

福島第一原子力発電所

柏崎刈羽原子力発電所

原子力・立地本部

～

～～
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柏崎市青山町１６番地46

東京電力ホールディングス株式会社
柏崎刈羽原子力発電所
広報部  行

郵　便　は　が　き

9 4 5 8 6 0 1

（
き
り
と
り
線
） お名前　　　　　　　　　　　　年齢　　歳　　男・女

ご住所〒

お電話番号

ふりがな

差出有効期間
平成29年8月
31日まで

柏崎局
承　認

68

ご記入いただきました個人情報については、ご質問への回答、説明会
での参考以外には使用いたしません。

（2016年８月臨時号）

説明会を開催いたします
地域の皆さまへ

18時～20時50分
（17時30分開場）

９月13日（火）
柏　崎　会　場

　柏崎刈羽原子力発電所６・７号機の適合性審査の状況などについてご説明させて
いただきます。事前のお申し込み等は不要です。

高町地区集会場
刈羽村大字下高町466番地

駐車場に限りがありますので公営の
駐車場等をご利用下さい。

※バスの具体的な発着場所は、決まり次第、改めてニュース
　アトムでご案内いたします。

18時～20時50分
（17時30分開場）

９月14日（水）

市民プラザ
波のホール
柏崎市東本町1－3－24

刈　羽　会　場

日 時

会 場

日 時

会 場

柏崎会場

刈羽会場

刈羽会場までの無料送迎バス発着場所※

会場には駐車場がございません。
お車でお越しの方は、ラピカか
らの無料送迎バスをご利用くだ
さい。

往路
17:20～18:00　随時運行
18:10～19:30　20分おきに運行

復路
18:10～20:50　20分おきに運行
21:00～21:20　随時運行

刈羽小学校

刈羽村役場

刈羽中学校←柏崎 西山→

北陸自動車道

刈羽駅

国道116号線
ラピカ

柏崎市民プラザ柏崎市民プラザ

郵便局 国道8号線

柏崎駅

柏崎
郵便局

カムフィー

駅前
公園

柏崎エネルギーホール

産業文化会館

フォンジェ

←
至上越

→
至長岡

GS
国道116号線

柏崎刈羽原子力発電所

日本海

←柏崎

越後線

高町地区集会場高町地区集会場

新潟→コンビニ上高町

国道
352号線

下高町
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（
き
り
と
り
線
）

ご協力ありがとうございました。
※９月４日（日）までに投函下さい。

柏崎刈羽原子力発電所６・７号機の適合性審査の状況
等に関するご質問やご意見などをお聞かせ下さい。

ご質問・ご意見をお聞かせ下さい
今回の説明会の内容は、以下の通りです。

柏崎刈羽原子力発電所６・７号機の適合性審査の状況などについて

・説明会開催にあたり、柏崎刈羽原子力発電所６・７号機の適合性審査の状況等に関するご質問・ご意見などが
ございましたら、お手数ですが左下のはがきにご記入のうえ、ご返信下さい。
・皆さまからいただいたご質問などは、当日のご説明内容の参考とさせていただきます。また、ご質問の一部に
ついては、当日会場内で回答いたします。（後日、発電所ホームページ上にて回答を掲載。）
　はがきにご記入いただいた個人情報は、説明会会場やホームページ上で使用することはありません。
・説明会当日は、会場内からのご質問にお答えする時間も設けさせていただきます。

前回の説明会の様子前回の説明会の様子

2016年8月28日発行（H28－I－6）
編集発行責任者：柏崎刈羽原子力発電所
　　　　　　　　広報部企画広報グループマネージャー
〒945-8601　柏崎市青山町16番地46
　  0120－120－448（平日９～17時）

７月22日に行われた
原子力規制委員会による現地調査の様子

非常時に使用する冷却用のポンプ

免震重要棟（緊急時対策本部）にて
行われた質疑応答
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